
 

 

 

 

個人インターネットバンキングサービスにおける 

手数料改定日（平成２６年４月１日）を跨ぐ予約振込を 

行うときの留意点について 

 

 

当金庫では、消費税増税等に伴い平成２６年４月１日より振込手数料を改定します。

振込の受付日が３月３１日以前であっても、振込指定日が４月１日以降の振込より改

定後の手数料が適用されます。  

 

なお、インターネットバンキングのお取引において、平成２６年３月３１日以前に予

約振込を行った場合、改定前の振込手数料が表示されますが、その場合でも、振込指

定日が４月１日以降の振込であれば、改定後の手数料が適用されますので、ご留意く

ださい。  

⇒消費税増税等に伴う各種サービス手数料の改定についてはこちら  

 

http://www.shinkinbank.co.jp/img/pdf/20140221_shouzizei.pdf

